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本書は、“Languages for Intercultural Communication and Education”シリー

ズの一冊として刊行された。本シリーズの 1冊目に当たる Developing Intercultural 

Competence in Practiceは、『ヨーロッパ言語共通参照枠』（以下『参照枠』と略記）

と同年に刊行された。

本シリーズの主要目的は、文献研究や個人的経験にもとづき、異文化間関係の分析

に焦点を当て、学習と教育の本質に迫るものである。具体的には、教授法、言語学習

と文化学習の関係、教室内とそれ以外の環境における学習過程などを取り扱うもので、

これらの問題はすべて言語と文化の関係や異文化間コミュニケーション能力の発達に

通底している。

本書はMichael Byramと Lynne Parmenterの 2名を編者とし、対象国の言語教

育政策のグローバル化の分析にあたって、一国につき二本の論文から構成されている。

1番目の論文は、「政策の立案者」を務める著者 Francis Goullier、Henny Rönneper

をはじめとする 9名の研究者によって書かれたもので、『参照枠』をカリキュラムの

作成に取り入れるプロセス、すなわち広い意味での目標、方法、資料、評価、検閲な

どを検討する。2番目の論文は、Véronique Castellotti、Adelheid Huをはじめとす

る 11名の研究者によって、『参照枠』の世界的な影響について比較的視座から、各国

の教育に関わる伝統と実践を分析する。ただし、日中両国は例外となっており、2番

目の論文にしか取り扱われていない。日本においては、『参照枠』がテスト評価といっ

た専門領域に強い影響を与えているものの、言語教育政策面での影響が乏しいことか

ら言語教育政策の分析はない。また、中国の場合は、言語教育政策の全体像を解明す
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る資料を入手することができないために、政策からの展望を取り扱う論文がない。

地理的に見ると、第一部はヨーロッパ諸国に関連し、フランスとドイツ、ポーラン

ドとブルガリアを対象とし、第二部ではアルゼンチン、コロンビア、アメリカ合衆国

および中国、日本、台湾とニュージーランドとアメリカならびにアジア・太平洋地域

を取り扱う。アフリカや中東諸国といった地域が含まれていないが、これは実地調査

の結果、これらの国や地域で『参照枠』の直接のインパクトが認められなかったため

である。

本書の目的は、『参照枠』の言語教育と学習に与える意義によって『参照枠』に焦点

を当てることと、教育政策のグローバル化を実現するために何が参照されているかに

ついて、『参照枠』をとおして考察することである。そのために、本書は少なくとも二

種類の読者を想定している。言語教育に携わる関係者と、比較教育に興味を持ち、国

家間と教育制度間の中で「導入を行う」にあたりその参照指標とプロセスに興味をも

つ人々である。

本書は『参照枠』の特色についても言及している。まず、その記述は、ある特定の

言語教育的アプローチや教授法を強制せず、一貫して言語学習について読者自身に考

えさせ、自分に最も相応しい決断をするよう勧めるものとなっている。『参照枠』の中

心的な役割は「参照」であることを強調している。またその社会政策の側面について、 

（言語の）価値と（策定者の）意図性が組み入れられた政策文書であると記述している。

その価値は後に複言語主義・言語の多様性・社会的結束に結びつき、策定者の意図性

は利用者に十分理解されておらず、文書の難解さへの批判や『参照枠』を言語能力指

標としてのみ理解されているなど、その社会政策の側面が軽視されている活用の実態

も報告された。

『参照枠』の導入は元々欧州評議会によってイニシアチブをとり、当初はその加盟国

に「推薦」する形で間接的な力が発揮されていたが、最近になって「加盟国の政府や

非政府組織の言語学習への取り組みに対して奨励、援助、調整する」ことに関心が寄

せられる動きとなった。本書を通してこのような動きが実際に確認されるか否か、特

に導入への勧告を受けることのないヨーロッパ以外の国において、導入する際にどの

ような影響力が発揮されているかが解明される。ここで特筆すべき重要な特徴は、ネッ

トワークが人々の日常生活に浸透するにつれ、ネット用語は日常語として頻繁に使用

されるようになったことである。その結果、『参照枠』のインパクトを理解するにはネッ

トワーク理論の応用が有利に働いていることが確認された。また、欧州評議会は加盟

国の政府代表者を対象に、会議を通してエリートネットワークの普及を推進している
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ものの、会議自体はすべての研究者に開放しているが、ヨーロッパ以外の国の状況は

明らかではない。本書を通して、ヨーロッパ諸国とそれ以外の国において、インパク

トの認められたこれらの特徴が見られるか否かが明らかとなる。

『参照枠』は 2012年現在、アラビア語、中国語、韓国語など 38言語の版が刊行され、

その影響は全地球的な広がりを示している。にもかかわらず、その実施に関わる言語

政策や、教育現場での実践のほとんどはヨーロッパ諸国に焦点を当てられたものだっ

た。しかし本書は、ラテンアメリカやアジア・太平洋地域の諸国にもスポットライト

を当てるもので、『参照枠』研究の重要な分岐点となると考えられる。

以下、本書の論考を紹介し、今後の日本や中国における言語教育政策への提言を試

みたい。

本書の第一部は、ヨーロッパの 4カ国のグローバル化と言語教育の関連を論ずる。

21世紀に EUに加盟したポーランドとブルガリアの 2カ国は旧共産主義国であるに

もかかわらず、『参照枠』の取り組みをめぐっては、共通参照レベルや評価法及びヨー

ロッパ言語ポートフォリオの導入において EU原加盟国のフランスやドイツと共通性

が認められる。またカリキュラムの作成にあたり、複言語主義の理念やその意義があ

まり影響を及ぼしていない点もこの 4カ国に共通する。

フランスとドイツの 2カ国の共通点は、『参照枠』の教育上の配慮の不足に対する

批判や、『参照枠』のインパクトが中央集権の強力な教育行政に由来することが挙げら

れる。一方でブルガリアとポーランドは歴史的にソビエトの統治下に置かれただけで

なく、その言語支配下にもあることが共通している。ただブルガリアには古くからの

言語学習の伝統があるものの、教授法はその目標言語の国から強い影響を受けている。

一方、ポーランドでは、『参照枠』への受けとめ方は多様であり、『参照枠』は民主主

義の精神にも関連すると受けとめられており、その学習者中心理論は、とりわけソビ

エト時代への反発を示すものと考えられている。

第二部の取り扱うアメリカ、アジア・太平洋地域の 7カ国の関心は、『参照枠』を

どのようにして国や地方の言語教育政策や言語教育制度に位置づけるかという点にあ

る。この問題は教育行政の中央集権性に関わっており、『参照枠』の導入に課題を投げ

かける。たとえば、中央集権の強力な国家であるコロンビアにおいては、教育省はす

べての教育機関に対してプログラムと共通参照レベルとの対応を命じた。その一方で

中央集権の対極にあるアメリカ合衆国においては、『参照枠』の普及があまり進まない

ことから、『参照枠』を導入するためにさまざまなアプローチを用い、多様な宣伝を繰

り広げている。
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第二部の論及するほとんどの国は、カリキュラムにおいて英語に支配的な地位を与

えている。中国や台湾、日本においては、日常生活を送るうえで、英語のコミュニケー

ション能力がほとんど求められていないのだが、それにもかかわらず、英語の資格試

験に合格する能力が教育と雇用の可能性を決定しており、この意味で『参照枠』は各

国の英語の試験制度に多大の影響を与えている。日本では『参照枠』を英語以外の言

語に応用する動きも見られるものの、他国では、英語の支配的な地位があまりにも強

力であることから、英語以外の言語は政策立案者や雇用主の関心の埒外にある。

中国の場合、『参照枠』が言語教育政策へ影響をもたらす直接のしるしは認められ

ない。しかし、高等教育における英語教育のカリキュラムに相当する the Chinese 

College English Curriculum Requirements（CECR）2008年の改定にあたり、『参

照枠』の活用を一例として挙げている。なかでもカリキュラムの改定者は、共通参照

レベルと自己評価表に着目しており、能力記述文による言語能力の規定という方法は

CECR改訂版に重要な着想を与えている。

中国や日本に比べ、台湾政府は『参照枠』の導入にいっそう積極的な役割を果たし

ている。英語能力の共通基準の設定を目的として、台湾政府は 2005年に『参照枠』

の導入を決定し、学生や英語教師、公務員に対して共通参照レベルに対応した英語資

格試験の受験を求めた。これ以降、英語のスコアは卒業や就職に影響を与えている。

とは言え、『参照枠』の導入に疑問を投げかける専門家もいる。Hintat Cheungは『参

照枠』において年少の学習者が無視されていることを批判し、台湾に導入する際の文

脈化の必要性を訴えている（p.230）。

本書を通じて、各国では『参照枠』の訴える複言語主義の重要性がある程度は認識

され、理論的に理解されているにもかかわらず、実際には英語教育のツールとしての

み広く受け入れられていることが確認される。しかし、多言語・多文化社会の国にお

いては複言語主義が強調され、評価されることもある。たとえば、コロンビアとニュー

ジーランドでは、複言語・複文化主義が政府の多言語・多文化主義に賛同するコンセ

プトとして強調されている。これとは対照的に、単一言語文化主義に執着する日本政

府にとって、複言語・複文化主義を唱える政策提言は社会にとっての不安定要因と見

なされ、あまり重視されていない。さらに、日本の政策改革には時間がかかり、これ

は現状維持を旨とする専門家の影響を強く受けることから、日本政府は『参照枠』の

導入に消極的姿勢をとっている。『参照枠』に関して、言語政策の決定権を持つ官僚と

研究者の受けとめ方にギャップのあることが本書を通じて読み取れる。

評者は、外国語教育のグローバル化が進展する中で、外国語教育に関しては全世界
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に共通しうる事項と時代に沿った変化を明確に示す指導要領が必要であると考える。

これには、それを実行する政府の決意とサポートが欠かせない。ニュージーランドな

どでは政策の立案者と教育の専門家との立場の流動性が高いことから、教育政策と研

究成果は互いに支え合う関係にある。このような官民一体の体制のもとに研究成果を

教育政策に的確に取り入れ、有効な教育政策の策定につながる事例は、官僚と教育専

門家との交流が少なく、有効な教育政策を打ち出せない日本にとって模範となるので

はないか。

また、中国に関しては、本書でその政策からの展望が取り扱われていない理由の一

つは、教育政策が不透明だと考えられるが、将来民主化が進むにつれて、教育政策を

始めとする社会政策の透明化も進むと予想される。その際、教育政策の立案や策定に

あたり、ポーランドのような民主化と『参照枠』との関連法が参考になるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学　人間・環境学研究科）

 


